








② 出身大学もしくは専修学校の推薦調書（様式適宜。）

③ 出身大学もしくは専修学校の成績証明雷、 又は出身高等学校の調査書。

(2) 提出方法

本人が響類を揃えて、 大学事務局、 専修学校事務局を通じて本財団宛郵送の

こと。

(3) 提出期限

令和7年11月28日（金） （財団必着）

(4) 提出先（連絡先）

〒107-0052

東京都港区赤坂2-5-8 ヒュ ー リックJP赤坂ビル7階

三喜商事株式会社内

公益財団法人堀田育英財団事務局

担当者： 渡遵 祐子

8. 奨学生の決定

(I)奨学生の決定は、 本財団の奨学生選考委員会の選考を経て、 第一次合格者

のみその結果を令和8年1月9日（金）までに大学事務局、 専修学校事務局

経由で通知します。

その後、 面接を経て最終合格者を理事会の承認をもって決定します。

(2)選考の経過及び決定の理由は公表致しません。

9. 奨学生の義務

奨学生は留学先の入学証明雷、 6月末に成績証明書及び在学証明書、 1月末に

生活状況報告書及び在学証明書を理事長宛に報告しなければなりません。

（各証明書には和訳を添付のこと。）

また留学中、 留学終了後に関わらず、 本財団から別途報告書、 レポート等の提

出を求められた場合は遅滞なく提出しなければなりません。

学内〆切：令和7年11月12日(水)

越後 幸子
取り消し線

越後 幸子
取り消し線




